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１．事業者間精算の概要 2 

新たな託送料金算定省令において、他ガス事業者との連結託送供給に係る料金相当額が事業者間
で精算されるように規定されたことを踏まえ、事業者間精算料金を算定しています。 

卸元として他社への連結託送供給（卸売）を行っているため、事業者間精算収益を今回の託送料金
原価から控除しています。 

◆事業者間精算に関わる取引の分類 

ガスの供給形態 対象事業者 事業者間精算料金 

他社からの卸受 該当なし － 

他社への卸売 
４事業者 

（中部ガス、犬山ガス、津島ガス、大垣ガス） 
事業者間精算収益を算定 

東邦ガス 
連結託送供給（卸売） 

事業者間精算料金 

「事業者間精算収益」として 
託送原価から控除 

注1：他社からの卸受は該当なしのため、事業者間精算費の原価算入はなし。 

注2：他社への卸売における供給圧力はいずれも中圧であり、高圧の取引は該当なし。 

他ガス 
事業者 



２．事業者間精算収益の算定（１） 3 

卸先への連結託送供給量は、最近数年間は概ね減少傾向にあります。 

今回原価算定期間（平成29年度から31年度）においては、足元（平成28年度）の水準並みで推移する
ものと想定しています。 

◆連結託送供給の需要想定 ＜今回原価算定期間＞ （百万m3） 

H25 

実績 

H26 

実績 

H27 

実績 

H28 

計画 

H29 

計画 

H30 

計画 

H31 

計画 

H29～31 

平均 

連結託送
供給  計 

 

297 
(▲4.6％) 

283 
(▲6.3％) 

265 
(▲2.3％) 

260 
(＋0.0％) 

260 
(＋0.0％) 

260 
(＋0.0％) 

260 
 

260 

足元の水準並みと想定 

注1：表中の左上の（ ）内は、対前年伸び率。 

注2：ガスの標準熱量は45MJ/m3ベース。 

（参考）託送料金と平均単価の実績推移 

H25 
実績 

H26 
実績 

H27 
実績 

託送料金 
（億円） 

21 22 19 

平均単価 
（円/m3） 

7.28 7.92 7.06 

240

260

280

300

320

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

実績 計画 

（百万m3） 

（年度） 

連結託送供給量の推移 

今回原価算定期間 

指摘事項３への回答 

注：卸先各社の実績量や構成比によって料金が増減している。

（託送供給料金表は値上げしていない。） 



注：単位未満の四捨五入の関係で、差し引きの合わない場合がある。 

【参考】 料金改定時の需要想定と実績との比較 4 

 （百万m3） 

年 度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

連結託送 
供給 
需要量 

想定 341 289 285 287 288 

実績 276 256 278 309 296 297 283 265 － － 

想定差 

（上段は想定比） 

▲19% ▲25% ▲18% ▲9% ＋2% ＋3% ▲2% ▲7% 

▲64 ▲85 ▲63 ▲32 ＋7 ＋8 ▲6 ▲20 － － 

H20年3月 H24年4月 H27年9月 

 

H19/10 
～H20/9 
（1年間） 

 

H24/4 
～H25/3 
（1年間） 

 

H27/4～H30/3 
（3年間） 

料金改定 
実施時期 

原価算定 
期間 

H27年9月料金改定時の 

需要想定と比較 

H20年3月料金改定時の 

需要想定と比較 

H24年4月料金改定時の 

需要想定と比較 

H29 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 （年度） 



２．事業者間精算収益の算定（２） 5 

事業者間精算収益は、以下の手順で算定しています。 

- ＳTEP １： 託送料金算定省令に基づき、託送料金原価等（事業者間精算収益分を含む）を機能別原価に分類。 

- ＳTEP ２： 託送料金算定規則に基づき、需要負荷に応じて部門別（小売部門と卸部門）に原価を配分。 

- ＳTEP ３： 託送料金算定省令に基づき、卸部門原価を事業者間精算収益として整理。 

結果、託送料金算定省令に基づき今回原価の中で控除項目として整理される事業者間精算収益は、
11億円/年となります。 

事業者間精算収益の算定フロー（イメージ） 

注：記載の金額は、いずれも今回原価算定期間（平成29年度から31年度）における３年間の平均。 

STEP １ 

託送料金算定省令に基づき 
機能別原価に分類 

STEP ２ 

託送料金算定規則に基づき 
部門別原価に配分 

STEP ３ 

託送料金算定省令に基づき 
原価等を整理 

託
送
料
金
原
価
等 

（
事
業
者
間
精
算
収
益
分
を
含
む
） 

ホルダー原価 

高圧導管原価 

中圧導管原価 

低圧導管原価 

供給管原価 

メーター原価 

検針原価 

内管保安原価 

託送供給特定原価 

小売部門 卸部門 

託送料金原価等 
（今回申請原価） 

事業者間精算収益 
（今回原価の控除項目） 

757億円 

需要負荷に 
応じて配分 

745億円 

11億円 



年度 H29 H30 H31 H29～31 平均 

金額 11億円m3 11億円m3 11億円m3 11億円m3 

需要量 260百万m3 260百万m3 260百万m3 260百万m3 

平均単価 4.58 円/m3 4.58 円/m3 4.58 円/m3 4.58 円/m3 

２．事業者間精算収益の算定（３） 6 

事業者間精算料金表は、託送料金算定省令に基づき、定額基本料金、流量基本料金及び従量料金
を組み合わせたものとして設定し、経済産業大臣に提出しています。 

事業者間精算収益は、事業者間精算料金表と前述の連結託送供給の需要想定をもとに計算される
料金収入見込みに一致しています。 

事業者間精算料金表 

事業者間精算 
料金表 

連結託送供給の 
需要想定 

連結託送供給に係る 
料金収入見込み 

事業者間精算 
収益 × ＝ ＝ 

11億円 （p.5より） 260百万m3 （p.3より） 

定額基本料金 １精算契約につき 141,430 円/月 

流量基本料金 １立方メートル毎時につき 1,160 円/月 

従量料金 １立方メートルにつき 2.40 円/月 

連結託送供給に係る料金収入見込み 

注1：実際の料金等は、経済産業大臣の認可を受けて決定。 
注2：現行の連結託送の供給圧力は中圧のみのため、高圧向けは料金設定なし。 

事業者間精算収益と料金収入見込みが一致 三部料金として設定 

注：今回原価算定期間は、平成29年度から31年度の３年間。 

（税別） 
（参考）過去の料金改定実施時における 
       一般ガス事業者向け託送供給料金表の設定 

料金改定時期 H20年3月 H24年4月 H27年9月 

流量基本料金 1,960 円 1,875 円 1,490 円 

従量料金 3.45 円 3.45 円 3.37 円 

注：定額基本料金の設定はなし。 

 過去の料金改定において、
託送料金を段階的に引き
下げています。 


	事業者間精算について
	１．事業者間精算の概要
	２．事業者間精算収益の算定（１）
	【参考】 料金改定時の需要想定と実績との比較
	２．事業者間精算収益の算定（２）
	２．事業者間精算収益の算定（３）

